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  この文書は当社

作成されたもの

第三者

は、平成 28 年

行使価額修正

を決議いたし

集の概要 

割 当

発行新株予

発 行

当 該 発 行

潜 在 株

資金調達の

予約権の行

て出資され

価額） 

行 使 価

行使価額の

社が本新株予約

のではありませ

者割当によ

の発行及

年 5 月 20 日

正条項付）（以

しましたので

当 日 

予約権数 

価 額 

行 に よ る 

株 式 数 

の額（新株

行使に際し

れる財産の

額 及 び 

の修正条件 

 
約権の発行に関し

せん。 

 

よる第 1 回新

及びファシ

日開催の取締

以下「本新株

で、お知らせ

平成 28 年

15,000 個 

本新株予約

潜在株式数

上限行使価

下限行使価
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当初行使価

行使価額は

は別紙「株

発行要項」

して一般に公表す
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新株予約権

リティ契約

 

締役会におい

株予約権」と

せいたします

記 

 

6 月 7 日 

約権 1 個当た

数：1,500,000

価額はありま

価額は 238 円

500,000 株で

00 円（差引手

価額 524 円 

は、本新株予約

株式会社ＡＳ

第 16 項第

するための記者

会 社 名

代表者名

（

問合せ先

権（行使価

約に関する

いて、下記の

といいます。

す。 

り 348 円（

0 株 

せん。 

円ですが、下

です。 

手取概算額）

約権の各行使

Ｊ第 1 回新株

（3）号をご

者発表文であり、

平

名  株 式

名 代表取締役会

（コード番号：

先 管理本

額修正条項

お知らせ 

のとおり第三者

）の発行及

（総額 5,220,

下限行使価額

（注） 

使請求の効力

株予約権（行

参照ください

投資勧誘を目的

平成 28 年 5

会 社 Ａ

会長兼社長 丸

2351 東証マ

部長  中島

（Tel:048-2

項付） 

者割当によ

びファシリテ

000 円） 

額においても

力発生日（効

行使価額修正

い。）に、当

 

的として 

 

月 20 日 

Ｓ Ｊ 

山 治昭 

マザーズ） 

島 茂喜 

59-5111） 

る新株予

ティ契約

も、潜在株

効力発生日

正条項付）

当該効力発
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２．募集

当社

企業と

スが成

並びに

ビスの

平成 28

以下「

  この文書は当社

作成されたもの

募集又は割

割 当 予

そ の

資金調達の額

れる財産の価

差し引いた金

は、当初行使

そのため、本

又は減少し

得した本新株

集の目的及び

社は、クラウ

して、事業展

長し続ける

価格競争が激

差別化のた

8 年 2 月 29

アイテック

社が本新株予約

のではありませ

割当方法 

予 定 先 

の 他 

額は、本新株

価額の合計額

金額です。な

使価額で全て

本新株予約権

ます。また、

株予約権を消

び理由 

ドサービス、

展開を行って

中、ネットサ

激化してお

めの業容の拡

9 日付で株式

ス社」といい

 
約権の発行に関し

せん。 

 

生日の前取

下「東京証

証券取引所

平均価格の

限行使価額

します。 

第三者割当

ＳＭＢＣ日

当社は、ＳＭ

の効力発生

予約権買取

権買取契約

い限り、本新

い旨が定め

の締結と同

約権の行使

「本ファシ

本ファシリ

達方法の概

ださい。 

株予約権の払

額を合算した

なお、本新株

ての本新株予

権の行使価額

、本新株予約

消却した場合

決済代行サ

ております。

サービス事業

ります。かか

拡大、内製に

式会社 NTT デ

います。）の

して一般に公表す
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取引日（以下

証券取引所」

所における当

の 90％に相当

額を下回る場

当の方法によ

興証券株式

ＭＢＣ日興証

生後に、本新株

取契約」とい

約において、

新株予約権を

められる予定

同時に当社と

使プロセス等

シリティ契約

ティ契約に

概要及び選択

払込金額の総

た金額から、

株予約権の行

予約権が行使

額が修正又は

約権の行使期

合には、資金

サービス等を

インターネ

業におきまし

かる環境下、

による価格優

データ・アイ

の株式を取得

するための記者

「取引日」と

といいます。

当社普通株式

当する金額に

合には、下限

ります。 

会社（以下「

証券との間で

株予約権の買

います。）を

ＳＭＢＣ日興

を当社以外の

です。また、

ＳＭＢＣ日

について取

」といいます

関する詳細

理由（１）資

総額及び本新

本新株予約

行使に際して

使されたと仮

は調整された

期間内に行使

金調達の額は

を中心とした

ネットの浸透

しては、多く

当社は、安

優位性を軸に

イテックス

得し、アイテ

者発表文であり、

は、株式会社

）の取引日

式の普通取引

に修正されま

限行使価額を

ＳＭＢＣ日興

で、金融商品

買取に関する

を締結する予

興証券は、当

の第三者に譲

、当社は、本

興証券との

り決めたファ

す。）を締結

につきまして

資金調達方法

新株予約権の

約権に係る発

て出資される

仮定した場合

た場合には、

使が行われな

は減少します

たネットサー

透により、イ

の競合他社

安定したサー

にサービス強

（現「アイテ

ックス社を

投資勧誘を目的

社東京証券取

をいいます。

引の終日の売

ますが、その

を修正後の行

興証券」とい

品取引法に基

る契約（以下

予定です。本

当社の事前の

譲渡すること

本新株予約権

の間において

ァシリティ契

する予定です

ては下記「３

法の概要」を

の行使に際し

発行諸費用の

る財産の価額

合の金額であ

資金調達の

ない場合又は

す。 

ビスを主に提

ンターネッ

社が存在し、機

ーバの提供、付

強化を模索す

テックス株式

子会社化（以

 

的として 

取引所（以

。）の東京

売買高加重

の価額が下

行使価額と

いいます。） 

基づく届出

下「本新株

本新株予約

の同意がな

とができな

権買取契約

て本新株予

契約（以下

す。なお、

３．資金調

をご参照く

して出資さ

の概算額を

額の合計額

あります。

の額は増加

は当社が取

提供する

トビジネ

機能競争

付加サー

する中で、

式会社」、

以下「本
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買収」

データ

さい。）

び「PR

プであ

（ビズ

社は、

事管理

れると

今回

借り換

り、これ

ことが

当社

及び資

今後の

が、業

財務戦

理由」

金の調

存株主

り、当該

る調達

務面か

入金の

フロー

今般

及び選

する資

ります

存株主

（注）

  この文書は当社

作成されたもの

といいます。

・アイテック

。アイテッ

RO_STAFF-

る株式会社

ズインテグラル

本買収を通

理システムを

考えており

の資金調達

換えも含め、以

れにより今後

可能となる

社は、平成 28

金の借入に

安定的な収益

績が好調に推

戦略の一環と

に記載のとお

調達について検

主の利益に配慮

該資金調達に

達余力の拡充

からサポートす

返済に充当す

は、株式取得

般の具体的な資

選択理由（２）

金の額、使途

す。当社グルー

主をはじめとす

）１．「ePro

を WE

２．「PRO

するコ

３．「Biz

社が本新株予約

のではありませ

。）いたしま

クスの株式取

クス社は、創

-α」（注２）

NTT データ

ル）」（注３）

じて SI（シ

ベースとし

ます。 

は、アイテッ

以下「株式取

後の当社グル

ものと考えて

8 年 1 月 21

関するお知

益を見越し、

推移し平成

して、下記

おり、多様な

検討を進めて

慮しつつ、株

により株式取

を通じた財務

することが可

することとい

得借入金以外

資金調達方法

）資金調達方

途及び支出予

ープは、今般

するステーク

o_St@ff」と

EB 上で動か

O_STAFF-α」

コア業務を社

∫（ビズイン

 
約権の発行に関し

せん。 

 

した（詳細に

取得（子会社

創業以来、人

を主力商品

タ・ビズイン

の中におい

システムイン

たクラウド

ックス社の株

取得借入金」

ループの持続

ております。

日付「株式会

らせ」におい

、フリー・キ

28 年 3 月期

「３．資金調

な資金調達方

ておりました

株価動向に合

取得借入金を

務健全性の強

可能となるも

いたしました

外の既存の短

法を選択した

方法の選択理

予定時期（２

般の資金調達

クホルダーの

は、アイテ

かすことで部

」とは、アイ

社内の特定部

ンテグラル）

して一般に公表す
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につきまして

社化）及び資

人事管理に特

として事業展

ンテグラルが

いても人事管

ンテグレーシ

サービスの提

株式取得に伴

といいます

続的かつ長期

 

会社 NTT デ

いて、借入金

キャッシュフ

期での黒字化

調達方法の概

方法の比較検

た。その結果

合わせた機動

を返済するこ

強化と財務戦

ものと考え、

た。なお、当

短期借入金の

た理由につき

理由｣、具体的

２）調達する

達の達成が将

の利益に資す

ックス社が

門横断的に管

イテックス社

部門で集中管

」とは、NT

するための記者

ては平成 28

資金の借入に

特化したシス

展開を行って

が提供を行っ

管理システム

ション）事業

提供を行う

伴い金融機関

す。）の返済

期的な成長の

データ・アイテ

金の返済につ

フローから返

化の目途がつ

概要及び選択

検討を行い、

果、本新株予

動的なエクイ

ことで、自己

戦略の柔軟性

本新株予約

当初見込んで

の返済等に充

きましては、

的な資金使途

る資金の具体

将来的な企業

するものと確

手がける、人

管理できるシ

社が手がける

理できるシス

TT データ・

者発表文であり、

年 1 月 21 日

に関するお知

ステム「ePr

ており、また

ている ERP

ムの提供を行

業の拡大及び

ことによる業

関から調達し

に充当するこ

の実現を財務

テックスの株

つきましては

返済する計画

ついたため、

択理由（２）

その 1 つと

予約権は急激

イティ性の資

己資本の充実

性の確保が図

約権による調

でおりました

充当する予定

下記｢３．資

途につきまし

体的な使途｣に

業価値の向上

確信しており

人事給与・就

システムをい

る、人事・給

ステムをいい

ビズインテ

投資勧誘を目的

日付「株式会

知らせ」をご参

ro_St@ff」（注

た NTT デー

P パッケージ

行っておりま

アイテックス

業容の拡大が

した借入金（そ

ことを目的と

面からサポー

株式取得（子

は、アイテッ

を立ててお

今後の成長に

資金調達方法

してエクイテ

な希薄化を回

資金調達が可

及び今後の借

図れ、今後の成

達資金を株式

たフリー・キ

定です。 

資金調達方法

しては、同｢

に記載のとお

につながる

ります。 

就労に関する

いいます。 

給与・就業の人

います。 

グラルが手が

 

的として 

会社 NTT

参照くだ

注１）及

タグルー

ジ「Biz∫

すが、当

ス社の人

が見込ま

その後の

としてお

ートする

子会社化）

クス社の

りました

に向けた

法の選択

ティ性資

回避し既

可能であ

借入によ

成長を財

式取得借

ャッシュ

法の概要

４．調達

おりであ

ことで既

る全機能

人事に関

がける、



 
ご注意：

 

 

３．資金

（１）資

今回

額修正

権（行使

割当て

ってい

当社

買取契

【本フ

当社

シリテ

いて、本

ティ特

予約権

よう

① ＳＭ

シ

約権

新株

た時

ては

② 当社

も、

とい

権の

③ 当社

でに

なお

④ 当社

れば

⑤ 当社

間中

  この文書は当社

作成されたもの

財務会

をいい

金調達方法の

資金調達方法

の資金調達

条項付新株予

使価額修正条

、ＳＭＢＣ日

ます。 

社はＳＭＢＣ

契約及び以下

ァシリティ契

社は、本新株予

ィ契約を締結

本新株予約権

特約期間（以

の行使を可能

大限努力す

ＭＢＣ日興証

リティ特約期

権の行使期間

株予約権を行

時から、当該

はこの限りで

社は、ファシ

、ＳＭＢＣ日

いいます。）

の個数（以下

社は、行使要

に、ＳＭＢＣ

お、当社は、

社は、当社に

ば、行使要請

社が行使要請

中において、

社が本新株予約

のではありませ

会計や人事な

います。 

の概要及び選

法の概要 

は、当社がＳ

予約権（行使

条項付）発行

日興証券によ

日興証券との

の内容を含ん

契約の内容】

予約権買取契

結する予定で

権の行使プロ

下に定義しま

能とするこ

ること等を規

証券は、平成

期間」といい

間内であって

行使しないこ

該公開買付け

ではありませ

シリティ特約

日興証券に対

及び行使要

下「行使要請

要請期間及び

Ｃ日興証券に

行使要請通

に重要事実等

請通知を行う

請通知を行っ

行使要請個

 
約権の発行に関し

せん。 

 

などデータの

選択理由 

ＳＭＢＣ日興

使価額の修正

行要項」第 1

よる本新株予

の間で、金融

んだ本ファシ

】 

契約の締結と

です。本ファ

ロセス等につ

ます。）中は

と、ＳＭＢＣ

規定するもの

成 28 年 6 月

います。）に

ても、本ファ

ことに同意し

けが終了した

せん。 

約期間におい

対して本新株

要請期間中に

請個数」とい

び行使要請個

に対して通知

通知を行った

等が生じた場

うことができ

った場合、Ｓ

個数の全てに

して一般に公表す
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一元管理を

興証券に対し

正条項の内容

10 項をご参照

予約権の行使

融商品取引法

シリティ契約

と同時に当社

ァシリティ契

ついて取り決

は原則として

Ｃ日興証券は

のです。 

8 日から平

おいては、

ァシリティ契

します。但し

た時又は中止

いて、本ファ

株予約権の行

ＳＭＢＣ日

いいます。）を

個数を定めた

知（以下「行

た場合、その

場合には、か

きません。 

ＳＭＢＣ日興

につき、本新株

するための記者

可能にした基

し、行使期間

容は、別紙「

照ください。

使に伴って当

法に基づく届

約を締結する

社とＳＭＢＣ

契約は、当社

決めるもので

て当社が行使

は当社の要請

成 30 年 6 月

本新株予約権

契約の規定に

し、当社に対

止されること

ァシリティ契

行使を要請す

興証券に対

を定めること

たときは、行

行使要請通知

の都度プレス

かかる事実等

興証券は、行

株予約権を行

者発表文であり、

基幹業務統合

を約 2 年 3

株式会社Ａ

）を第三者

社の資本が

届出の効力発

る予定です。

日興証券と

社とＳＭＢＣ

であり、以下

使要請を行っ

請に従い本新

月 30 日まで

権の発行要項

に従って行使

対して公開買

が公表され

契約の規定に

する期間（以

して行使を要

とができます

行使要請期間

知」といいま

リリースを

等について公

行使要請通知

行使するよう

投資勧誘を目的

合管理ソフト

ヶ月間とす

ＳＪ第 1 回新

割当の方法に

増加する仕組

生後に本新株

 

の間において

日興証券との

下のとおり、

た場合に限

株予約権を行

の期間（以下

項に定める本

する場合のほ

付けの公告が

た時までの間

従い、随時、

下「行使要請

要請する本新

す。  

の初日の前取

ます。）を行い

行います。 

表がされた後

に定める行使

う 大限努力

 

的として 

トウェア

る行使価

新株予約

によって

組みとな

株予約権

て本ファ

の間にお

ファシリ

り本新株

行使する

下「ファ

本新株予

ほかは本

がなされ

間におい

、何回で

請期間」

新株予約

取引日ま

います。

後でなけ

使要請期

力します。



 
ご注意：

 

ただ

⑥ 1 回

⑦ 1 回

⑧ 当社

使要

存行

行使

当社

⑨ 約

券は

 

（２）資

今回の

決権数 6

株予約権

況を考慮

発行によ

するとと

すること

行うこと

上記資

エクイテ

について

存株主の

ることで

務戦略の

資金調達

抑制する

ＳＭＢＣ

をいただ

本ファ

要」に記

について

場合に限

予約権を

日興証券

  この文書は当社

作成されたもの

だし、ＳＭＢ

回の行使要請

回の行使要請

社は、ＳＭＢ

要請個数のあ

行使要請期間

使要請期間終

社は、撤回通

2 年 3 ヶ月間

は自社の裁量

資金調達方法

の資金調達の

63,518 個（平

権の行使の結

慮しつつ、自

よる資金調達

ともに、当社

と、及び当社

とに重点を置

資金調達方法

ティ性の資金

ても検討いた

の利益に配慮

で、自己資本

の柔軟性の確

達金額や時期

ることのでき

Ｃ日興証券よ

だきました。

ァシリティ契

記載のとおり

て取り決める

限り本新株予

を行使するよ

券は本新株予

社が本新株予約

のではありませ

ＢＣ日興証券

請通知に定め

請通知に定め

ＢＣ日興証券

ある行使要請

間（撤回通知

終了日までの

通知を行った

間の行使期間

量で自由に行

法の選択理由

の後、本新株

平成 27 年 9

結果交付され

自己株式を活

達方法を選択

社の意思・判

社の自己資本

置いて、多様

法の選択にあ

金調達は行わ

たしました。

慮しつつ、株

本の充実及び

確保を目的と

期を相当程度

きるエクイテ

より、第三者

 

契約は、上記

り、当社とＳ

るものであり

予約権の行使

よう 大限努

予約権の行使

 
約権の発行に関し

せん。 

 

券は、本新株

める行使要請

める行使要請

券に対し、撤

請通知を撤回

知が行われた

の期間をいい

た場合、その

間のうち 後

行使すること

由 

株予約権の全

9 月 30 日現在

れることとな

活用すること

択するにあた

判断によって

本の充実を実

様な資金調達

あたっては、株

わないこと、

今回の資金

株価動向に合

び今後の借入

としているこ

度コントロー

ティ性資金の

者割当による

記「３．資金

ＳＭＢＣ日興

り、ファシリ

使を可能とす

努力すること

使義務を負い

して一般に公表す
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株予約権を行

請期間は、20

請個数は、1,0

撤回通知を交

回することが

た日（当日を

います。）が

の都度プレス

後の 3 か月間

とが可能とな

全てが行使さ

在）に対して

なる当社普通

とも都度検討

たり、既存株

て機動的かつ

実現し、財務

達方法を比較

株式取得借入

あるいは公

金調達は、株

合わせた機動

入による調達

ことから、この

ールでき、既

の調達が 適

る本新株予約

金調達方法の

興証券との間

ティ特約期

すること、Ｓ

と等が規定さ

いませんが、

するための記者

行使する義務

0 取引日以上

000 個以上、

交付すること

ができます。

を含みます。）

3 取引日未満

スリリースを

間は、自由裁

なります。 

れた場合に

て 23.62％の

通株式につい

討してまいり

株主の利益に

つ柔軟な資金

務健全性を強

検討してまい

入金を中長期

公募増資等そ

株式取得借入

動的なエクイ

達余力の拡充

のような目的

既存株主の利

であると考

約権の発行及

の概要及び選

間において、

期間中は原則

ＭＢＣ日興

れます。本

本新株予約

者発表文であり、

務は負いませ

上の期間です

、7,000 個以

により、そ

ただし、行

）から当該行

満である場合

を行います。

裁量期間とな

は、当社の普

の希薄化が生

ては、当社

ます。当社

配慮し当社株

金調達を行う

化すること

いりました。

期のデット性

の他のエク

入金を、急激

ティ性の資金

充を通じた財務

的に沿った資

益に配慮し

えました。そ

び本ファシ

選択理由（１

本新株予約権

として当社

興証券は当社

本ファシリテ

権及び本フ

投資勧誘を目的

ん。 

す。 

以内の範囲で

の時点で未行

使要請通知に

行使要請通知

合を除きます

 

り、ＳＭＢ

普通株式に係

生じます。な

の株価動向や

は、本新株予

株式の希薄化

ための自由度

が可能な資金

。 

性の資金にて

イティ性資金

な希薄化を回

金調達によ

務健全性の強

資金調達方法

当社株式の希

そのような状

リティ契約の

）資金調達方

権の行使プ

が行使要請

の要請に従い

ィ契約上、

ァシリティ契

 

的として 

です。 

行使の行

に係る残

知に係る

す。なお、

Ｃ日興証

係る総議

お、本新

や財務状

予約権の

化を抑制

度を確保

金調達を

て代替し、

金の調達

回避し既

り返済す

強化と財

法として、

希薄化を

状況の中、

のご提案

方法の概

ロセス等

を行った

い本新株

ＳＭＢＣ

契約の内



 
ご注意：

 

容により

資金調達

さらに、

1,500,00

いるため

ることが

当社は

及び他の

の発行に

 

【本資金

本資金調

① 本新

フ

判断

が本

使で

② 希薄

本新

よら

こと

月 3

慮し

薄化

の利

③ 下限

本新

株当

配慮

④ 割当

当社

締結

に基

たり

に譲

券の

るい

  この文書は当社

作成されたもの

り、本新株予

達金額や時期

、上記のと

00 株で一定

め、既存株主

が可能である

は、今回の資

の資金調達方

による資金調

金調達方法の

調達方法の特

新株予約権の

ァシリティ特

断した上で、

本新株予約権

できないこと

薄化 

新株予約権の

らず、本新株

（本新株予約

30 日現在）に

しています。

化を抑制しつ

利益に配慮し

限行使価額 

新株予約権に

当たり価値の

慮した資金調

当予定先との

社は、ＳＭＢ

結日以降、残

基づき残存す

348 円の支

譲渡した日又

の事前の書面

いは義務を有

社が本新株予約

のではありませ

予約権の発行

期を相当程度

おり、本新

定であること

主に与える影

ると考えられ

資金調達に際

方法との比較

調達が現時点

の特徴】 

特徴は、以下

の行使の制限 

特約期間にお

当社の意思

権の行使を要

となってい

の目的である

株予約権の行

約権の全てが

に対する希薄

本新株予約

つつ調達金額

した資金調達

には下限行使

の希薄化とい

調達が可能と

の約束事項 

ＢＣ日興証券

残存する本新

する本新株予

支払を完了し

又は平成 30 年

面による承諾

有する有価証

 
約権の発行に関し

せん。 

 

行による資金

度コントロー

新株予約権の

とから、本新

影響を抑えな

れます。 

際し、上記記

較を総合的に

点における

下のとおりと

おいては、(i

決定に基づ

要請しない限

ます。 

る当社普通株

行使の結果交

が行使された

薄化率は 23

約権には上限

額が増大する

が可能となっ

使価額が設定

いうデメリッ

なっています

券との間で、

新株予約権の

約権の全部

した日、ＳＭ

年 9 月 30 日

諾を受けるこ

証券（新株予

して一般に公表す
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金調達は、当

ールすること

の行使の結果

新株予約権の

ながら自己資

記載の背景並

に勘案した結

良の選択で

なります。

i)希薄化によ

き、機動的か

限り、原則と

株式の数は 1

交付されるこ

た場合には、

.62％）によ

限行使価額が

というメリ

っています。

定されている

トを一定限

す。 

本新株予約

全てが行使

を取得し、こ

ＭＢＣ日興証

日のいずれか

となく、当

予約権、新株

するための記者

当社が有する

ができる調

果交付され

の行使による

資本の充実を

並びに以下に

結果、本ファ

あると判断い

 

よる既存株主

かつ柔軟な資

してＳＭＢ

1,500,000 株

ととなる当社

当社の総議

より、希薄化

設定されて

ットを当社

。 

るため、株価

度に制限で

約権の発行を

された日、

これを消却し

証券が残存す

か先に到来す

社の株式及

予約権付社債

者発表文であり、

選択肢の中

調達手段であ

れることとな

株式価値の希

実現し、財務

記載する本

シリティ契約

いたしました

主への影響、

資金調達が可

Ｃ日興証券

株で一定であ

社普通株式数

議決権数 63,5

化を限定し、

いないため、

が享受でき

価下落時にお

きることで、

を除き、本新

当社が本新株

し、かつ、本

する本新株予

する日までの

び当社の株式

債及び取得対

投資勧誘を目的

で、当社が主

ると考えられ

なる当社普通

希薄化が限定

務健全性の強

資金調達方法

約付の本新株

た。 

株価動向を総

可能であり、

は本新株予約

あるため、株価

数が限定され

518 個（平成

既存株主の利

、株価上昇時

ることで、既

おける当社普

、既存株主の

株予約権買取

株予約権の発

本新株予約権

約権の全部

間、ＳＭＢ

式を取得す

対価を当社の

 

的として 

主体的に

れます。

通株式は

定されて

強化を図

法の特徴

株予約権

総合的に

(ii)当社

約権を行

価動向に

れている

成 27 年 9

利益に配

時には希

既存株主

普通株式 1

の利益に

取契約の

発行要項

権 1 個当

を他の者

Ｃ日興証

る権利あ

の株式と



 
ご注意：

 

する

は売

求権

又は

⑤ 譲渡

ＳＭ

受け

⑥ 本新

本新

(ア)

(イ)

(ウ)

 

⑦ 本新

本新

(ア)

(イ)

  この文書は当社

作成されたもの

る取得請求権

売却（ただし

権の行使又は

は売却を実施

渡制限 

ＭＢＣ日興証

けた本新株予

新株予約権の

新株予約権の

) 当社は、本

発行日の翌

会で定める

部又は一部

な方法によ

) 当社は、当

が株式交換

称して「組

第 273 条の

取締役会で

権の全部を

) 当社は、本

の東京証券

った場合、

新株予約権

取得した本

新株予約権の

新株予約権に

) 本新株予約

り、その行

資金調達が

資金調達の

) 本新株予約

正されるも

「１．募集

性がありま

社が本新株予約

のではありませ

権又は取得条

し、ストック

は取得条項の発

施することに

証券は、当社

予約権を当社

の取得事由 

の取得事由と

本新株予約権

翌日以降、会

る取得日に、

部を取得する

より行うもの

当社が消滅会

換若しくは株

組織再編行為

の規定に従っ

で定める取得

を取得します

本新株予約権

券取引所にお

当該 20 連続

権 1 個当たり

本新株予約権

のデメリット 

については、

約権による資

行使された本

がなされるも

の額に相当す

約権は、上記

ものであるた

集の概要」（５

ます。 

 
約権の発行に関し

せん。 

 

項の付された

オプション

発動による

かかる公表

社の事前の同

以外の第三者

として以下の

権の取得が必

会社法第 273

本新株予約

ることができ

のとします。

会社となる合

株式移転によ

為」といいま

って通知をし

得日に、本新

す。 

権の発行後、

おける当社普

続取引日の

り 348 円にて

権を消却しま

、以下の(ア)

資金調達は、

本新株予約権

ものとなって

する資金を短

記「１．募集

ため、ＳＭＢ

５）に記載さ

して一般に公表す
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た株式を含み

ンに関わる発

ものを除きま

を行わないこ

同意がない限

者に譲渡する

の事由が定め

必要と当社取

条及び第 2

約権 1 個当た

きます。一部

 

合併、吸収分

より他の会社

す。）を当社

し、当該組織

新株予約権 1

20 連続取引

普通株式の普

終日から起

て、残存する

す。 

)～(エ)のよ

ＳＭＢＣ日

権の目的であ

ているため、

短期間で調達

の概要」（６

ＢＣ日興証券

された資金調

するための記者

みますがこれ

行、株式分割

ます。）を行

ことに合意す

限り、本新株

ることはでき

められる予定

取締役会が決

74 条の規定

り 348 円に

部を取得する

分割若しくは

社の完全子会

社の株主総会

織再編行為の

個当たり 34

引日（ただし

普通取引の毎

起算して 11

本新株予約権

うなデメリッ

興証券が本

ある普通株式

上記「１．募

達することは難

６）に記載さ

券が本新株予

調達の額に相

者発表文であり、

れらに限られ

割、新株予約

行わないこと

する予定であ

株予約権買取

きないことと

定です。 

議した場合

定に従って通

にて、残存す

場合には、抽

新設分割を行

社となるこ

会等で承認決

の効力発生日

48 円にて、

し、終値のな

日の終値が

銀行営業日

権の全部を取

ットがありま

新株予約権

の数に行使価

募集の概要」

難しくなって

れた内容に

約権を全て行

相当する資金

投資勧誘を目的

れません。）の

約権若しくは

、並びに上記

あります。 

契約に基づ

となっていま

は、本新株予

通知をし、当社

る本新株予約

抽選その他の

行うこと、又

と（以下これ

決議した場合

より前で、か

残存する本新

ない日は除き

下限行使価額

が経過する

取得します。

ます。 

を行使した場

価額を乗じた

（５）に記載

ております。

従って行使価

行使したと

を調達できな

 

的として 

の発行又

は取得請

記の発行

き割当を

ます。 

予約権の

社取締役

約権の全

の合理的

又は当社

れらを総

、会社法

かつ当社

新株予約

きます。）

額を下回

日に、本

当社は、

場合に限

た金額の

載された

 

価額が修

しても同

ない可能



 
ご注意：

 

(ウ)

(エ)

 

【他の資

① 公募

もの

る直

株価

えら

② 第三

るも

する

る大

ある

③ 株価

いま

ばず

化に

④ 新株

商品

引受

ライ

国内

ら、

コミ

透明

ます

⑤ 本フ

権の

がで

当先

務を

  この文書は当社

作成されたもの

) 第三者割当

ために不特

) 本ファシリ

使するよう

予約権を行

される財産

資金調達方法

募増資による

のの、同時に

直接的な影響

価変動等によ

られます。 

三者割当によ

ものの、同時

る直接的な影

大株主となる

ると考えられ

価に連動して

ます。）は、Ｍ

ず、かつ、転

に及ぼす影響

株予約権の無

品取引業者と

受契約を締結

イツ・オファ

内で実施され

現時点にお

ットメント

明であること

す。 

ファシリティ

の行使が可能

できず、機動性

先が一定数量

を負うことに

社が本新株予約

のではありませ

当方式という

特定多数の新

リティ契約に

う 大限努力

行使しない場

産の価額の合

法との比較】

る当社普通株

に 1 株当たり

響がより大き

より、機動的

よる当社普通

時に 1 株当た

影響がより大

るため、当社

れます。 

て転換価額が

ＭＳＣＢの割

換終了まで転

響の予測が困

無償割当てに

元引受契約

結せず、新株

リングがあ

れた事例が少

おいては当社

型ライツ・

から、十分

契約の付か

能となること

性及び希薄化

量の行使義務

になり、株価

 
約権の発行に関し

せん。 

 

う当社とＳＭ

新投資家を幅

において、Ｓ

力すること等

場合には、そ

合計額の資金

 

株式の発行は

り利益の希薄

いと考えら

的かつタイム

通株式の発行

たり利益の希

大きいと考え

社の株主構成

が修正される

割当先が転換

転換株数（希

難となり、株

による資金調

約を締結する

株予約権の行

ありますが、

少なく、スト

社の資金調達

オファリン

分な額の資金

かない新株予

から、当社

化の観点から

務を負う形態

価推移に影響

して一般に公表す
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ＭＢＣ日興証

幅広く勧誘す

ＭＢＣ日興

等が規定され

その行使され

金調達がなさ

、短期間で

薄化も短期間

れます。ま

リーな資金

行は、短期間

希薄化も短期

られます。

成及びコーポ

転換社債型

換権を有して

希薄化率）が

株主を不安定

調達手法であ

コミットメ

行使は株主の

コミットメ

ラクチャー

達手法として

ングにおいて

金調達を実現

予約権は、新

社が権利行使

ら適当ではな

態）は株価や

響を与える可

するための記者

証券のみの契

ることが難

興証券は当社

れているもの

れなかった本

れないこと

多額の資金調

間に大きく引

た、通常数

調達機会を逸

で多額の資金

期間に大きく

加えて割当先

レートガバ

新株予約権付

ているため発

が未確定であ

定な状況に置

るライツ・

ント型ライ

決定に委ね

ント型ライ

の検討や準備

適当でない

は、割当先

できるかど

株予約権の割

の量とタイ

ないと考えら

流動性の動

能性もある

者発表文であり、

約であるた

しくなってお

社の要請に従い

の、ＳＭＢ

新株予約権

になります。

調達を行う

き起こされ

週間の準備期

逸してしま

金調達を行

引き起こさ

先が相当程度

ナンスに影響

付社債（以下

発行会社のコ

あるため、1 株

置くことにな

オファリン

ツ・オファ

られるノン

ツ・オファ

備に相当の時

と考えられま

である既存投

うかが不透明

割当先の裁量

ミングをコ

られます。コ

きにかかわ

と考えられま

投資勧誘を目的

め、資金調達

おります。 

い本新株予約

Ｃ日興証券が

の行使に際

。 

ことが可能で

るため、株価

期間を要す

う可能性があ

うことが可能

れるため、株

度の議決権を

響を及ぼす可

下「ＭＳＣＢ

ントロールが

株当たり利益

なると考えら

グには、当社

リングと、当

・コミットメ

リングにおい

時間を要する

ます。また、

投資家の参加

明であると考

量で自由に新

ントロールす

ミットメン

らず権利行使

ます。また、

 

的として 

達を行う

約権を行

が本新株

して出資

ではある

価に対す

るため、

あると考

能ではあ

株価に対

を保有す

可能性が

Ｂ」とい

が一切及

益の希薄

られます。 

社が金融

当社は元

メント型

いては、

ることか

、ノン・

加率が不

考えられ

新株予約

すること

ト型（割

使する義

、行使価



 
ご注意：

 

額が

下落

⑥ 株式

い場

を確

 

４．調達

（１）調

・ 

・ 

・ 

（注）

 

 

 

 

（２）調

本新株

（１）に

平成 30

株価推移

ら借り入

本新株

の期間中

  この文書は当社

作成されたもの

が修正されな

落時には行使

式取得借入金

場合、自己資

確保するとい

達する資金の

調達する資金

本新株予約

本新

本新

発行諸費用

差引手取概

１．上記差

際して

行諸費

される

仮定し

整され

使期間

には、

２．発行諸費

３．発行諸費

ます。

４．本新株予

を消却

概算額

調達する資金

株予約権の行

に記載のとお

年 9 月 30 日

移により株式

入れているそ

株予約権の行

中に行使が行

社が本新株予約

のではありませ

ない新株予約

使が進まず資

金を、中長期

資本の充実及

いう目的が達

の額、使途及

金の額（差引

約権に係る調

新株予約権の

新株予約権の

用の概算額 

概算額 

差引手取概算

て出資される

費用の概算額

る財産の価額

した場合の金

れた場合には

間内に行使が

上記金額は

費用の概算額

費用の概算額

 

予約権の行使

却した場合に

額は減少いた

金の具体的な

行使に際して

おり 778,220

日にかけて、株

式取得借入金

その他既存借

行使状況によ

行われず、本

 
約権の発行に関し

せん。 

 

約権は、株価

金調達が困難

期のデット性

及び今後の借

成できない

及び支出予定

引手取概算額

調達資金 

の払込金額の

の行使に際し

算額は、本新

る財産の価額

額を差し引い

額の合計額は

金額でありま

は、上記金額

が行われない

は減少いたし

額には、消費

額は、弁護士

使期間内に行

には、本新株

たします。 

な使途 

て出資される

0,000 円です

株式取得借入

金の返済予定

借入金の返済

よって資金調

本新株予約権

して一般に公表す
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価上昇時にそ

難となること

性の資金にて

借入による調

ことが考えら

定時期 

額） 

総額 

て出資され

新株予約権の

額の合計額を

いた金額です

は、当初行使

す。そのた

額は増加又は

い場合又は当

ます。 

費税等は含ま

士費用、価額

行使が行われ

株予約権に係

る財産の価額

す。具体的な

入金 800,00

定金額を上回

済に充当する

調達額や調達

権の行使によ

するための記者

の上昇メリ

とが考えられ

代替し、エ

達余力の拡充

られます。 

る財産の価額

払込金額の

合算した金

す。なお、本

使価額で全て

め、本新株

減少いたし

社が取得し

まれておりま

額算定費用、

れない場合又

る調達資金

額の合計額を

な使途につい

0,000 円の返

回る資金調達

予定です。 

達時期が決定

る資金調達

者発表文であり、

ットを享受で

れます。 

クイティ性の

充が図れず、

額 

総額及び本新

額から、本新

新株予約権

の本新株予約

予約権の行使

ます。また、

た本新株予約

ません。 

信託銀行費

又は当社が取

、発行諸費用

含めた差引

いては、平成

返済に充当す

達が実現した場

定されること

達ができない場

投資勧誘を目的

できず、一方

の資金調達は

、財務戦略の

791,220

5,220

786,000

13,000

778,220

新株予約権の

新株予約権に

の行使に際

約権が行使

使価額が修正

、本新株予約

約権を消却

用等の合計額

得した本新株

用及び差引手

手取概算額は

28 年 6 月

する予定です

場合は、金融

から、支出予

場合、株式取

 

的として 

方で株価

は行わな

の柔軟性

0,000 円 

0,000 円 

0,000 円 

0,000 円 

0,000 円 

の行使に

に係る発

して出資

されたと

正又は調

約権の行

した場合

額であり

株予約権

手取金の

は、上記

8 日から

す。なお、

融機関か

予定時期

取得借入



 
ご注意：

 

金の中長

ことを検

普通預金

 

５．資金

本新

長期的

ること

と財務

 

６．発行

（１）発

本新

を考慮

者算定

込金額

市場環

定先の

ィ（54

使価額

満了日

継続す

ってい

割当予

ストや

行事例

ます。

選択理

また、

引の終

これ

本新株

につい

 

（２）発

今回

  この文書は当社

作成されたもの

長期の借り換

検討してまい

金口座にて別

金使途の合理

新株予約権の発

的な当社グル

により、自己

戦略の柔軟性

行条件等の合

発行条件が合

新株予約権の発

慮し、一般的な

定機関である株

額を算定結果

境、当社普通

株式保有動

4％）、配当利

額を上回ってい

までまたは

すること、並び

る限り当社普

定先の事務負

本新株予約権

例に関する検

当社は、当該

理由」に記載

行使価額は

終値を 10％上

らの結果、本

株予約権の払込

て法令に違反

発行数量及び

の資金調達

社が本新株予約

のではありませ

換え等、他の

いります。ま

別途保管する

理性に関する

発行及び割当

ループの成長

己資本の充実

性の確保を図

合理性 

合理的である

発行要項、本

な価格算定モ

株式会社赤坂

のレンジの範

通株式の流動

向等について

利回り（0.4％

いる場合に実

本新株予約

びに割当予定

普通株式出来

負担・リスク

権を行使する

討等を通じ

該算定機関の

の事由を勘案

当初、平成

上回る額とし

本日現在にお

込金額は上記

反する重大な

び株式の希薄

の後、本新株

 
約権の発行に関し

せん。 

 

のデット性の

また、調達し

る予定です。

る考え方 

当予定先によ

の実現に向

実及び今後の

図ることは、

ると判断した

本新株予約権

モデルである

坂国際会計が

範囲内で 34

動性、当社の

ての一定の前

％）、無リス

実施されるこ

権の全てに

定先は当社に

来高の一定割

ク負担等の対

る際の株式処

て合理的と

の算定結果を

案の上、本新

28 年 5 月

しました。 

おいて当社監

記算定結果に

な事実は認め

薄化の規模が

株予約権の全

して一般に公表す
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の資金へ代替

した資金は、

 

よる本新株予

けた本買収

の借入による

当社の経営

た根拠及びそ

権買取契約及

るモンテカル

が算定した結

48 円としまし

の資金調達需

前提（当社の

スク利子率（

こと、本ファ

ついて権利行

による行使要

割合の範囲内

対価として発

処分コストに

見積もられ

を参考にしつ

新株予約権の

19 日の東京

監査等委員会

に照らして割

められない旨

が合理的であ

全てが行使さ

するための記者

替させること

支出するま

予約権の行使

に関連する株

る調達余力の

営上合理的な

の具体的内容

及び本ファシ

ルロ・シミュ

結果を参考と

した。なお、

需要、割当予

の株価（476

（▲0.2％）、

ァシリティ契

行使がなされ

要請が行われ

内で権利行使

発生が見込ま

について、他

る一定の水準

つつ、また、

の払込金額が

京証券取引所

会から、監査

割当予定先に

旨の意見を得

ると判断し

された場合に

者発表文であり、

や、自己資金

での期間、

使による調達

株式取得借入

の拡充を通じ

なものである

容 

シリティ契約

ュレーション

として、本新株

当該算定機

予定先の権利

6 円）、当社株

当社による行

契約における

れるまで当社

れた場合、株

使を実施する

れる本新株

他社の公募増

準を想定して

「３．資金

が合理的であ

所における当

査等委員の全

に特に有利で

得ております

た根拠 

には、当社の

投資勧誘を目的

金等により返

当社の取引先

達資金を、持続

入金の返済に

て財務健全性

ると考えてお

に定められ

ンを基礎とし

株予約権の

機関は、評価基

行使行動及び

株式のボラテ

行使要請は株

行使要請可能

社による行使

価が行使価額

ること、等）

予約権に係

資や新株予約

て評価を実施

調達方法の概

あると判断し

社普通株式の

員一致の意見

でなく、取締役

す。  

の総議決権数

 

的として 

返済する

先銀行の

続的かつ

に充当す

性の強化

おります。 

る諸条件

て、第三

1 個の払

基準日の

び割当予

ティリテ

株価が行

能期間の

使要請を

額を上回

を置き、

る発行コ

約権の発

施してい

概要及び

しました。

の普通取

見として

役の判断

数 63,518



 
ご注意：

 

個（平成

調達に

であり

発行数

なお

平均出

出来高

約権が

ある約

月から

に与え

証券と

本ファ

長期的

行数量

また

調達は

ルする

ら、本新

あると

 

７．割当

（１）割

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（10）

（11）

（12）

  この文書は当社

作成されたもの

成 27 年 9 月

より、財務健

、また、比較

数量及び株式

、当社普通株

来高は 72,8

においても

全て行使さ

2 年 3 ヶ月

平成 28 年 4

る影響は限定

の間で、当社

シリティ契約

な成長の実現

量の規模は合理

、①本新株予

、当社が有す

ことができ

新株予約権の

判断しまし

当予定先の選

割当予定先の

 名

 所 在

 代表者の

 事 業

 資 本

 設 立 年

 発 行 済

 決 算

 従 業

 主 要 取

 主 要 取

 大株主及

率

社が本新株予約

のではありませ

月 30 日現在

健全性の強化

較的長期間か

の希薄化の規

株式の過去

827 株であり

、43,379 株

れた場合に交

間で行使売却

4 月までの直

定的なもの

社の要請に従

約を締結する

現に向けた本

理的である

予約権及び本

する選択肢の

ること、②当

の発行は、市

た。 

選定理由等 

の概要 

称 

在 地 

役職・氏名 

内 容 

本 金 

年 月 日 

済 株 式 数 

算 期 

員 数 

取 引 先 

取 引 銀 行 

及び持株比

率 

 
約権の発行に関し

せん。 

 

）に対して

化と財務戦略

つ継続的な資

規模は合理的

2 年間（平成

り、直近 6 か

株となってお

交付されるこ

却するとした

直近 6 か月間

と考えており

従い本新株予

る予定である

本買収に関連

と考えており

本ファシリテ

の中で、当社

当社の判断に

市場に過度の

ＳＭＢＣ日

東京都千代

取締役社長

金融商品取

100 億円 

平成 21 年

200,001 株

3 月 31 日 

8,363 人

投資家及び

株式会社三

株式会社三

して一般に公表す
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23.62％の希

略の柔軟性の

資金需要の適

的であると判

成 26 年 5 月

か月間（平成

おり、一定の

こととなる当

た場合の 1 日

間の 1 日当た

ります。また

予約権を行使

るとともに、

連した株式取

ります。 

ティ契約の内

社が主体的に

により本新株

の影響を与え

日興証券株式

代田区丸の内

長 清水 喜

取引業等 

年 6 月 15 日 

株 

（平成 28 年

び発行体 

三井住友銀行

三井住友銀行

するための記者

希薄化が生じ

の確保を通し

適時適切な充

判断しました

月から平成 2

成 27 年 11 月

の流動性を有

当社普通株式

日当たりの数

たり平均出来

た、割当予定

使するよう

当該調達資

取得借入金の

内容により、

に資金調達金

株予約権を取

える規模では

式会社 

内三丁目 3 番

喜彦 

3 月 31 日現

行 

行 100％ 

者発表文であり、

じます。しか

して企業価値

充足を図るも

た。 

28 年 4 月まで

月から平成 2

有しておりま

式数 1,500,0

数量は約 2,6

来高の 6.06％

定先として選

大限努力す

資金を当社グ

の返済に充当

本新株予約

金額や時期を

取得すること

はなく、希薄

番 1 号 

現在） 

投資勧誘を目的

かしながら、当

の増大を目指

ものであるこ

で）の 1 日当

28 年 4 月まで

す。一方、本

000 株を行使

630 株（平成

％）となるた

択したＳＭ

ること等を規

ループの持続

当することに

権の発行に

相当程度コ

も可能であ

化の規模も合

 

的として 

当該資金

指すもの

ことから、

当たりの

で）の同

本新株予

使期間で

27 年 11

め、株価

ＢＣ日興

規定する

続的かつ

に鑑み、発

よる資金

ントロー

ることか

合理的で



 
ご注意：

 

（13）

 

（14）

決

連

連

1 株当

連 結

連 結

連 結

親会社

1 株当

1 株

（注）

 

（２）割

当社

案を受

式取得

動向に

後の借

今後の

  この文書は当社

作成されたもの

 当事会社

 

 

 資 本

 

 

 

人 的

 

 

 

取 引

 関 連 当 事

該 当

 近 3 年

算

結 純

結 総

当たり連結

結 営

結 営

結 経

社株主に帰属

たり連結当

当 た り 配

ＳＭＢＣ日

ては反社会

割当予定先を

社はＳＭＢＣ

けた本資金調

得に関連した株

合わせた機動

借入による調達

成長を財務

社が本新株予約

のではありませ

社間の関係 

関 係 

関 係 

関 係 

事 者 へ の 

状 況 

年間の経営成

資

資

純資産（円

業 収

業 利

常 利

する当期純利

期純利益（

配 当 金 （ 円

日興証券は、

会的勢力に該

を選定した理

日興証券以外

調達手法及び

株式取得借入

動的なエクイ

達余力を拡充

面からサポ

 
約権の発行に関し

せん。 

 

 

当該会社が

27 年 9 月

を保有して

社の関係者

は、特筆す

当社と当該

た、当社の

間には、特

当社と当該

た、当社の

間には、特

当該会社は

の関係者及

績及び財政状

期 平成

産 

産 

円） 

益 

益 

益 

利益 

円） 

円 ） 

東京証券取

該当しないこ

理由 

外の金融機関

びその条件は

入金を、急激

イティ性の資

充させ、財務

ートする当社

して一般に公表す

- 12 - 

が当社の株式

30 日現在の

ているほか、

者及び関係会

すべき資本関

該会社との間

の関係者及び

特筆すべき人

該会社との間

の関係者及び

特筆すべき取

は、当社の関

及び関係会社

状態（単位

成 26 年 3 月期

589,3

7,204,9

2,946,5

351,7

100,1

102,1

64,6

323,3

取引所の取引

とに関する確

関からも提案

は、当社の成

激な希薄化を

資金調達によ

務健全性の強

社のニーズ

するための記者

式 2,200 株

の当社の普通

特筆すべき

会社と当該会

関係はありま

間には、記載

び関係会社と

人的関係はあ

間には、記載

び関係会社と

取引関係はあ

関連当事者に

社は、当社の

：百万円。特

期 平成

314 

970 

555 

757 

56 

117 

670 

348 

― 

参加者であ

確認書の提出

案を受けまし

成長を加速度

を回避し既存

より返済する

強化と財務戦

に も合致

者発表文であり、

（平成 28 年

通株式に係る

き資本関係は

会社の関係者

ません。 

載すべき人的

当該会社の

ありません。

載すべき取引

当該会社の

ありません。

には該当しま

の関連当事者

特記している

27 年 3 月期

666,6

9,352,92

3,333,04

352,60

93,96

96,24

64,74

323,7

るため、東京

出はしていま

したが、ＳＭ

度的に進める

存株主の利益

ることで、自

戦略の柔軟性

しているもの

投資勧誘を目的

4 月 30 日現

る総議決権数

はありません

者及び関係会

的関係はあり

関係者及び

 

関係はあり

関係者及び

 

せん。また

者には該当し

るものを除き

期 平成 28

13 

29 

48 

07 

66 

42 

47 

33 

― 

京証券取引所

ません。 

ＢＣ日興証券

アイテックス

益に配慮しつ

己資本の充実

性を確保する

のと判断いた

 

的として 

現在。平成

数の 0.03％）

。また、当

会社の間に

ません。ま

関係会社の

ません。ま

関係会社の

、当該会社

ません。 

きます。） 

8 年 3 月期 

697,808 

10,479,163 

3,489,023 

318,791 

51,350 

55,826 

42,106 

210,529 

― 

所に対し

券より提

ス社の株

つ、株価

実及び今

ることで、

たしまし



 
ご注意：

 

た。 

その

資金調

示すよ

を有す

の円滑

ました

（注

 

（３）割

本新

三者に

ＳＭ

用いた

針です

時売却

当社

券上場

暦月中

融商品

は、原

則第 43

当社

日以降

残存す

の支払

は平成

よる承

価証券

項の付

プショ

よるも

表を行

 

  この文書は当社

作成されたもの

上で、上記

調達方法の特徴

うに、今回の

する証券会社

滑な売却が期待

。 

注）本新株予約

受けられ

規則」の適

割当予定先の

新株予約権買取

譲渡するこ

ＢＣ日興証券

売却の場合

す。また、ＳＭ

を行う方針

社とＳＭＢＣ

場規程第 434

に本新株予約

品取引所が公

則として、

36 条第 4 項

社はＳＭＢＣ

降、残存する本

する本新株予約

を完了した

30 年 9 月

諾を受ける

券（新株予約権

付された株式

ンに関わる発

のを除きま

行わないこと

社が本新株予約

のではありませ

「１．募集の

徴その他の商

の資金調達の

社であり今回

待されるこ

約権に係る割

るものであ

適用を受けて

の保有方針及

取契約におい

とはできない

券は、本新株

には、当該借

ＭＢＣ日興証

です。 

日興証券は、

条第 1 項、

約権の行使に

公表している

当該 10％を

項に規定する

日興証券との

本新株予約権

約権の全部を

日、ＳＭＢＣ

30 日のいず

ことなく、当

権、新株予約

を含みますが

発行、株式分

す。）を行わ

に合意する予

 
約権の発行に関し

せん。 

 

の概要」及び

商品性全般に

の実施にあた

発行を予定

と等を総合的

割当ては、日

り、日本証券

て募集が行わ

及び行使制限

いて、当社の

い旨が定めら

株予約権の行

借株の貸主に

証券はいずれ

、本新株予約

同施行規則

により取得さ

直近の当社

を超える部分

内容を定め

の間で、本新

権の全てが行

を取得し、こ

Ｃ日興証券が

ずれか先に到

当社の株式及

約権付社債及

がこれらに限

分割、新株予

わないこと、

予定です。 

して一般に公表す
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び「３．資金

に関する知識

たり十分な信

している本新

的に勘案して

日本証券業協

券業協会の定

われるもので

限措置 

の事前の同意

られる予定で

行使により交

に対して返却

れの場合も市

約権買取契約

第 436 条第

される普通株

社の普通株式

分に係る行使

る予定です。

新株予約権の

行使された日

これを消却し

が残存する本

到来する日ま

及び当社の株

及び取得対価

限られません

予約権若しく

並びに上記

するための記者

金調達方法の

識に加え、同

信用力を有す

新株予約権の

て、ＳＭＢＣ

協会会員であ

定める「第三

です。 

意がない限り

です。 

交付される当

却し、その他

市場動向を勘

約において、

第 1 項から第

株式数が、本

式に係る上場

使を行うこと

。 

の発行を除き

日、当社が本

し、かつ、本

本新株予約権

までの間、Ｓ

株式を取得す

価を当社の株

ん。）の発行

は取得請求

記の発行又は

者発表文であり、

の概要及び選

同「（１）割

すること、国

の行使によ

日興証券へ

あるＳＭＢＣ

三者割当増資

、本新株予

当社普通株式

他の場合は、

勘案し、借株

東京証券取

5 項までの

本新株予約権

場株式数の 1

ができない

き、本新株予

本新株予約権

本新株予約権

権の全部を他

ＭＢＣ日興

する権利ある

株式とする取

行又は売却（

求権の行使又

売却を実施

投資勧誘を目的

選択理由」に記

当予定先の概

内外に厚い顧

り交付する普

の割当を決定

日興証券に

等の取扱いに

約権を当社以

式については

適時売却して

を用いた売却

引所の定め

定めに基づ

の払込期日時

10％を超える

旨その他の同

約権買取契約

の発行要項に

権 1 個当たり

の者に譲渡

証券の事前の

いは義務を有

得請求権又は

ただし、ス

は取得条項の

することにか

 

的として 

記載の本

概要」に

顧客基盤

普通株式

定いたし

より買い

に関する

以外の第

、借株を

ていく方

却又は適

る有価証

き、単一

時点で金

る場合に

同施行規

約の締結

に基づき

り 348 円

した日又

の書面に

有する有

は取得条

トックオ

の発動に

かかる公



 
ご注意：

 

（４）割

割当

る財産

の平成

ており

 

（５）株

当社

株式の

当社普

なお

が、現

 

８．募集

丸山 

株式会

ＡＳＪ

田村 公

株式会

青木 

堀 正

黒岩 

丸山 

田代 

（注） 今

し

株

使

式

株

と

き

 

９．今後

平成

  この文書は当社

作成されたもの

割当予定先の

予定先から

産の価額の合計

28 年 3 月

ます。 

株券貸借に関

社は、ＳＭＢＣ

数量の範囲

通株式の借株

、ＳＭＢＣ日

現時点では契約

集後の大株主

治昭 

社三井住友銀

従業員持株会

公一 

社埼玉りそ

邦哲 

明 

潤司 

徳廣 

博之 

今回の本新株

していないた

株主及び持株

使した上で取

式処分・自己

株式数は 1,5

となります

きます。）。 

後の見通し 

28 年 5 月

社が本新株予約

のではありませ

の払込みに要

は、本新株予

計額に要する

31 日現在の

関する契約 

Ｃ日興証券と

内で行う当社

株を行わない

日興証券と丸

約内容に関

主及び持株比

募

銀行 

会 

な銀行 

株予約権の募

ため、今回の

株比率」を表

取得する当社

己株式取得を

500,000 株、権

（平成 28 年

9 日付「平成

 
約権の発行に関し

せん。 

 

要する財産の

予約権の払込

る資金は確保

の計算書類等

との間で、本

社普通株式の

い旨の合意を

丸山 治昭氏

して決定した

比率 

募集前（平成

募集分につい

の本新株予約

表示しており

社普通株式を

を行わないと

権利行使後の

年 4 月 30 日現

成 28 年 3 月

して一般に公表す
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の存在につい

込金額の総額

保されている

等から、当社

本新株予約権

の売付け等以

をする予定で

氏の間で株券

た事実はござ

成 27 年 9 月

いては、権利

約権の募集に

りません。な

を全て保有し

と仮定した場

の総議決権数

現在で割当予

月期決算短信

するための記者

て確認した

額及び本新株

る旨、口頭で

社としてかか

権の行使によ

以外の本案件

であります。

券貸借取引契

ざいません。

30 日現在）

利行使後の株

に係る潜在株

なお、割当予

し、かつ、本

場合、割当予

数に対する所

予定先が保有

信」にて公表

者発表文であり、

内容 

株予約権の行使

で説明を受け

かる払込みに

り取得する

件に関わる空

 

契約の締結を

 

 

株式保有につ

株式数を反映

予定先が本新

本件の他に新

予定先に係る

所有議決権数

有している当

表いたしまし

投資勧誘を目的

使に際して出

けており、割

支障はない

こととなる

空売りを目的

行う予定であ

4

ついて長期保

映した「募集

新株予約権を

新株式発行・

る権利行使後

数の割合は、1

当社の普通株

た通期の連結

 

的として 

出資され

当予定先

と判断し

当社普通

的として、

あります

43.64％ 

1.88％ 

1.62％ 

1.58％ 

1.57％ 

1.38％ 

1.26％ 

1.24％ 

1.17％ 

1.13％ 

保有を約

集後の大

を全て行

自己株

後の所有

19.10％

株式を除

結業績予



 
ご注意：

 

想に変

なお

る資金

ており

 

10．企業

本件

いこと

ではな

らの意

 

11． 近

（１）

連

連 結

又 は

連 結

又 は

親会社

又 は

1 株 当

又は当

1 株

1 株当

（注）１

 ２

 

（２）現

発 行

  この文書は当社

作成されたもの

更はありませ

、今回の資金

金の具体的な使

ます。 

業行動規範上

件第三者割当

（本新株予約

いこと）から

見入手及び株

近 3 年間の業

近 3 年間の

 

結 売

結 営

営 業 損

結 経

経 常 損

社株主に帰属

当 期 純 損

当 た り 連 結

当期純損失

当 た り 配

当たり連結純

．当社は、平

これに伴

たり連結

ます。 

． 平成 28

法人の監

現時点におけ

 

行 済 株

社が本新株予約

のではありませ

せん。 

金調達は、上

使途」に記載

上の手続き 

は、①希釈化

約権全てが権

ら、東京証券

株主の意思確

業績及びエク

の業績（連結

上

業 利

失 （ △

常 利

失 （ △

する当期純利

損 失 （ △

結 当 期 純 利

失（△）（円

配 当 額 （ 円

純資産額（

平成 25 年 10

伴い、平成 2

結当期純利益

年 3 月期の

監査はなされ

ける発行済株

式 総 数

 
約権の発行に関し

せん。 

 

上記「４．調

載の使途に充

化率が 25％

権利行使され

券取引所の定

確認手続きは

クイティ・フ

結) 

平成

高 

益 

△ ） 

益 

△ ） 

利益 

△ ） 

利 益 

円） 

円 ） 

円） 

月 1 日付で

5 年 3 月期

益又は当期純損

数字は、金融

れていません

株式数及び潜

数 

して一般に公表す
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調達する資金

充当すること

％未満である

れた場合であ

定める有価証

は要しません

ファイナンス

26 年 3 月期

1,365,68

4,10

8,220

△95,23

△14.9

2.00

331.24

で普通株式 1

の期首に当該

損失」及び

融商品取引法

ん。 

潜在株式数の

株 式 

7,2

するための記者

金の額、使途

とにより、将

ること、②支

あっても、支

証券上場規程第

ん。 

の状況 

期 平成 27

7 

3 

0 

6 

4 

0 

4 

株を 100 株

該株式分割が

「1 株当たり

法第 193 条

状況（平成

数 

253,500 株 

者発表文であり、

途及び支出予

将来の業績に

支配株主の異

支配株主の異

第 432 条に

7 年 3 月期 

1,211,033 

△23,570 

△17,921 

△39,559 

△6.23 

2.00 

323.61 

株に株式分割

が行われたと

連結純資産

の 2 第 1 項

28 年 3 月 3

発行済株式

投資勧誘を目的

予定時期（２）

寄与するもの

動を伴うもの

動が見込まれ

定める独立第

（単位

平成 28 年

1,5

を行ってお

と仮定して、

産額」を算定

の規定に基づ

31 日現在） 

式総数に対す

10

 

的として 

）調達す

のと考え

のではな

れるもの

第三者か

：千円） 

年 3 月期 

535,629 

35,472 

37,003 

22,324 

3.51 

2.00 

316.80 

ります。

「1 株当

しており

づく監査

する比率 

00.00％ 



 
ご注意：

 

現時点

におけ

下限値

におけ

上限値

におけ

 

（３）

① 

始 

高 

安 

終 

（注）１

 ２

 
② 

 

始 

高 

安 

終 

（注） 平

 
③ 発

 

始 

高 

安 

  この文書は当社

作成されたもの

の転換価額

ける潜在株

値の転換価額

ける潜在株

値の転換価額

ける潜在株

近の株価の

近 3 年間の

 平

 値 

 値 

 値 

 値 

１．平成 26

利落後の

．平成 29 年

近 6 か月間

平

 値 

 値 

 値 

 値 

平成 28 年 5

発行決議前営

平

 値 

 値 

 値 

社が本新株予約

のではありませ

（行使価額）

式数の総数

（行使価額）

式数の総数

（行使価額）

式数の総数

の状況 

の状況 

平成 26 年 3

32,00

□30

45,25

□52

25,12

□28

30,30

□29

年 3 月期の

の株価であり

年 3 月期の株

間の状況 

平成 27 年 

12 月 

497 円 

608 円 

442 円 

523 円 

月の株価に

営業日におけ

平成 28年 5月

 
約権の発行に関し

せん。 

 

）

数 

）

数 

）

数 

月期 平成

00 円 

01 円 

50 円 

25 円 

20 円 

81 円 

00 円 

98 円 

株価につい

ります。 

株価について

平成 28 年 

1 月 

533 円

713 円

450 円

483 円

ついては、平

る株価 

月 19日現在 

478 円 

483 円 

476 円 

して一般に公表す

- 16 - 

成 27 年 3 月期

298 円

1,190 円

263 円

607 円

て、□印は、

ては、平成 2

平成 28 年

2 月 

 489

 610

 411

 505

平成 28 年 5

するための記者

－ 

－ 

－ 

期 平成 28

円 

円 

円 

円 

、平成 25 年

28 年 5 月 19

年 平成 28

3 月

円 505

円 543

円 470

円 500

5 月 19 日現在

者発表文であり、

8 年 3 月期 

607 円 

942 円 

381 円 

500 円 

年 10 月 1 日

9 日現在で表

8 年 

 

平成

4

5 円 5

3 円 5

0 円 4

0 円 5

在で表示して

投資勧誘を目的

平成 29 年

付株式分割に

表示しており

28 年 

月 

平成

500 円 

556 円 

453 円 

500 円 

ております。

 

的として 

－ 

－ 

－ 

年 3 月期 

500 円 

556 円 

453 円 

476 円 

による権

ります。 

成 28 年 

5 月 

481 円 

525 円 

476 円 

476 円 

 



 
ご注意：

 

終 

 
（４）

該当

 

  この文書は当社

作成されたもの

 値 

近 3 年間の

当事項はあり

社が本新株予約

のではありませ

のエクイティ

ません。 

 

 
約権の発行に関し

せん。 

 

476 円 

ィ・ファイナ

して一般に公表す

- 17 - 

ナンスの状況

するための記者

況 

者発表文であり、投資勧誘を目的

 

的として 

以 上 



 
ご注意：

 

（別紙）

 

 

１. 本新

２. 本新

３. 申込

４. 割当

５. 募集

６. 本新

(１) 

(２) 

 

(３) 

(４) 

(５) 

７. 本新

８. 各本

  この文書は当社

作成されたもの

 

新株予約権の

新株予約権の

込期間 

当日及び払込

集の方法 

新株予約権の

本新株予約

予約権１個

は、100 株と

は、本新株

とする。 

本新株予約

に変更を生

整される。

る調整前行

 調整

前号の調整

れ、調整の

調整後の交

行使価額の

交付株式数

本新株予約

付株式数及

に定める場

開始日以降

新株予約権の

本新株予約権

社が本新株予約

のではありませ

第

の名称 

の払込金額の総

込期日 

目的である株

権の目的であ

個当たりの本新

とする。）。但

株予約権の目的

権の発行後、

生じる場合又は

なお、かかる

行使価額及び調

整後交付株式数

整は当該時点に

結果生じる１

交付株式数の適

調整に関し、

数の調整を行

約権者に対し、

及びその適用開

場合その他適用

降速やかにこれ

総数 15,0

の払込金額 

 
約権の発行に関し

せん。 

 

株

１回新株予約

株式会社Ａ

（以下「本

総額 金 5,220

平成 28 年６

平成 28 年６

第三者割当

株式会社に

株式の種類及

ある株式の種

新株予約権の

但し、本項第(

的である普通

第 11 項第(

は変更を生じ

る算式におけ

調整後行使価

数＝ 

において未行

１株未満の端

適用日は、当

各号に定め

うときは、当

、かかる調整

開始日その他

用開始日の前

れを行う。 

000 個 

 金 348 円

して一般に公表す
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株式会社ＡＳ

約権（行使価

発行要項 

 

ＳＪ第１回新

本新株予約権」

0,000 円 

６月６日 

６月７日 

の方法により

割当てる。 

及び数 

種類及び総数

の目的である

(２)号乃至第

通株式の総数

(２)号に掲げ

じる可能性が

ける調整前行使

価額とする。 

調整前交付株

調

行使の本新株

端数はこれを切

該調整事由に

める調整後の行

当社は、調整

整を行う旨並

他必要な事項

前日までに上

円（本新株予

するための記者

Ｊ 

額修正条項付

新株予約権（

という。） 

り、全ての本

は当社普通株

普通株式の数

第(５)号によ

数も調整後交付

げる各事由が発

ある場合は、

使価額及び調

株式数×調整前

調整後行使価額

株予約権にかか

切り捨てるも

にかかる第 1

行使価額を適

整後の交付株式

並びにその事由

を書面で通知

上記通知を行

約権の目的で

者発表文であり、

付） 

（行使価額修正

本新株予約権を

株式 1,500,0

数（以下「交

り交付株式数

付株式数に応

発生し、当社

、交付株式数

調整後行使価

前行使価額 

額 

かる交付株式

ものとする。

1項第(２)号

適用する日と

式数の適用開

由、調整前交

知する。但し

うことができ

である株式１

投資勧誘を目的

正条項付） 

を、ＳＭＢＣ

000 株とする

交付株式数」

数が調整され

応じて調整さ

社の発行済普

数は次の算式

額は、第 11

式数について

 

号及び第(４)

同日とする。

開始日の前日

交付株式数、

、第 11項第

きない場合に

株当たり金

 

的として 

日興証券

（本新株

という。）

れる場合に

れるもの

普通株式数

式により調

項に定め

のみ行わ

号による

。 

までに、

調整後交

第(２)号④

は、適用

3.48 円） 



 
ご注意：

 

９. 本新

(１) 

(２) 

10. 行使

本

力発

株式

直前

下「

額

に修

の算

し、

本

該本

11. 行使

(１) 

 

 

調整後

行使価額

(２) 

  この文書は当社

作成されたもの

新株予約権の行

各本新株予

行使により

いう。）に交

行使価額は

調整される

使価額の修正 

本新株予約権

発生日（以下

式の普通取引

前のＶＷＡＰ

「東京証券取

（円位未満小

修正され、修

算出において

第 11 項によ

本新株予約権

本新株予約権

使価額の調整 

当社は、本

株式数に変

使価額調整

後 

額 
＝ 

調整

行使

 

行使価額調

の適用時期

① 本項第

（但し

約権（

社普通

その他

調整後

ける権

② 当社普

社が本新株予約

のではありませ

行使に際して

予約権の行使に

交付を受ける

交付株式数を

、当初金 52

ことがある。

権の発行後、行

下「決定日」と

の終日の売買

のある取引日

引所」という

小数第２位まで

修正後行使価額

、かかる算出

よる調整を受

権の行使にあた

権者に対し、修

本新株予約権の

変更を生じる場

整式」という。

 既
整前 

使価額 
× 

調整式により本

については、

第(３)号②に

し、当社の発行

新株予約権付

通株式の交付を

他の証券若し

後の行使価額

権利を与えるた

普通株式の株式

 
約権の発行に関し

せん。 

 

て出資される

に際して出資

ることができ

を乗じた額とす

4 円とする。

 

行使価額は、

という。）に、

買高加重平均

日とする。以

う。）における

で算出し、小

額は決定日以

出の結果得ら

受ける。）を下

たって上記修

修正後行使価

の発行後、本

場合又は変更

）により行使

既発行普通株式

既

本新株予約権

次に定める

定める時価を

行した取得条

付社債に付さ

を請求できる

くは権利の転

は、払込期日

ための基準日

式分割又は当

して一般に公表す
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る財産の価額 

資される財産

きる当社普通

する。 

但し、行使

第 16 項第(３

決定日の前

均価格（以下

下「時価算定

る当社普通株式

小数第２位を

以降これを適

られた金額が金

下回る場合に

修正が行われ

価額を通知す

本項第(２)号

更を生じる可能

使価額を調整

式数 ＋ 
新

既発行普通株式

権の行使価額

るところによ

を下回る払込

条項付株式、

されたものを含

る新株予約権

転換、交換若

日又は払込期

日がある場合

当社普通株式

するための記者

 

産は金銭とし、

通株式１株当た

価額は第 10

３)号に定める

前取引日（但

「ＶＷＡＰ」

定日」という。

式の普通取引

切上げる。以

適用する。但し

金 238 円（以

は、修正後行

れる場合には、

る。 

号に掲げる各事

能性がある場

整する。 

新発行・処分普

式数 ＋ 新発

額の調整を行

る。 

込金額をもっ

取得請求権付

含む。）の取得

権（新株予約権

若しくは行使に

期間の末日の翌

合は当該基準

式の無償割当て

者発表文であり、

、その価額は

たりの金額

項又は第 11

る本新株予約

し、決定日の

という。）の

。）の株式会社

引のＶＷＡＰ

以下「修正後

し、本項に定

以下「下限行

行使価額は下

、当社は、か

事由が発生し

場合は、次に定

普通株式数×１

時    

発行・処分普通

う場合及びそ

って当社普通

付株式若しく

得と引換えに

権付社債に付

による場合を

翌日以降、当

日の翌日以降

て（以下総称

投資勧誘を目的

は、各本新株

（以下「行使

1 項に従い、

約権の各行使

の前取引日に

のない場合に

社東京証券取

の 90％に相

後行使価額」

定める修正後

行使価額」と

下限行使価額

かかる行使の

し、当社の発

定める算式

株当たりの払

価 

通株式数 

その調整後の

通株式を交付

くは取得条項

に交付する場

付されたもの

を除く。） 

当社株主に割

降、これを適

称して「株式

 

的として 

株予約権の

使価額」と

修正又は

使請求の効

当社普通

には、その

取引所（以

当する金

という。）

行使価額

いう。但

とする。 

際に、当

行済普通

（以下「行

払込金額 

行使価額

する場合

項付新株予

場合又は当

を含む。）

割当てを受

用する。 

式分割等」



 
ご注意：

 

  この文書は当社

作成されたもの

という

調整後

又は株

れを適

③ 本項第

される

交付を

は取得

受ける

場合（

含む。）

調整後

換えに

交付の

使価額

証券（

株主に

日又は

以降こ

但し、

ある場

者が同

約権の

利）に

求、取

におい

のとみ

降これ

④ 本号①

該基準

してい

た日の

から当

に対し

 

社が本新株予約

のではありませ

。）をする場

後の行使価額

株主確定日（基

適用する。 

第(３)号②に定

る証券（権利）

を受けることが

得させることが

ることができる

（なお、新株予

は、新株予

後の行使価額

に取得される証

の対象となる新

額で行使され

（権利）又は新

に割当てを受

は株主確定日

これを適用す

本③に定め

場合において、

同意したとき

の交付と引換

関して交付の

得条項に基づ

いて取得の請求

みなして行使価

れを適用する。

①乃至③の場合

準日又は株主確

いるときには、

の翌日以降これ

当該承認があっ

しては、次の算

 
約権の発行に関し

せん。 

 

場合 

は、当該株式

基準日又は株

定める時価を

）若しくは取

ができる新株

ができる証券

る新株予約権

予約権無償割

予約権を無償

は、発行され

証券（権利）

新株予約権を

たものとみな

新株予約権の

ける権利を与

（基準日又は

る。 

る証券（権利

、当社がその

は、調整後の

えに取得され

の対象となる

づく取得又は

求、取得条項

価額調整式を

。 

合において、

確定日以降の

、本号①乃至

れを適用する

った日までの

算式により算

して一般に公表す

- 20 - 

式分割等によ

株主確定日を

を下回る価額

取得させるこ

株予約権の交

券（権利）又

権（新株予約権

割当ての場合

で発行したも

れる証券（権

若しくは取

を含む。）の全

なして行使価

の払込期日又

与える場合は

は株主確定日を

利）又は新株

の旨を公表の

の行使価額は

れる証券（権利

る新株予約権

は行使が可能

項による取得

を準用して算

基準日又は

の株主総会、

至③にかかわ

る。この場合

の期間内に本

算出される株

するための記者

り株式を取得

を定めない場合

額をもって当社

とができる証

交付と引換えに

又は行使するこ

権付社債に付

合（新株予約権

ものとして本

権利）又は新株

取得させるこ

全てが当初の行

価額調整式を準

又は払込期間の

は、当該権利を

を定めない場

株予約権の発行

のうえ本新株予

は、当該証券

利）若しくは

を含む。）の全

となる日（以

得又は行使によ

算出するもの

は株主確定日が

取締役会、そ

わらず、調整後

合において、当

本新株予約権の

株式数の当社普

者発表文であり、

得する株主を

合は、効力発

社普通株式の

証券（権利）

に取得される

ことにより当

付されたもの

権付社債を無

本③を適用する

株予約権（新

とができる証

行使価額で取

準用して算出

の末日の翌日

を与える株主

場合は、その効

行が買収防衛

予約権者に通

（権利）又は

は取得させるこ

全てについて

以下「転換・行

より当社普通

とし、転換・

が設定され、

その他当社の

後の行使価額

当該基準日又

の行使請求を

普通株式を追

投資勧誘を目的

を定めるため

発生日）の翌

の交付と引換

又は当社普

る証券（権利

当社普通株式

のを含む。）を

無償で割当て

る。） 

新株予約権の

証券（権利）

取得され又は

出するものと

日（当該募集

主を定めるた

効力発生日）

衛を目的とす

通知し、本新

は新株予約権

ことができる

てその要項上

行使開始日」と

通株式が交付

・行使開始日

且つ効力の

の機関の承認

額は、当該承

又は株主確定

をした本新株

追加交付する。

 

的として 

の基準日

翌日以降こ

換えに取得

普通株式の

）若しく

式の交付を

発行する

る場合を

交付と引

に関して

当初の行

し、当該

集において

めの基準

の翌日）

する発行で

新株予約権

権（新株予

る証券（権

上取得の請

という。）

付されたも

の翌日以

発生が当

認を条件と

承認があっ

定日の翌日

株予約権者

。 



 
ご注意：

 

(３) 

(４) 

(５) 

(６) 

  この文書は当社

作成されたもの

株式数＝ 
(調

 

この場

① 行使価額

捨てる

② 行使価

に始ま

の普通

この場

③ 行使価

を受け

定日、

る当社

した数

る新発

式に割

④ 行使価

まると

とする

代えて

本項第(２)

必要な行使

① 株式の

（但し

② その他

価額の

③ 行使価

使価額

あると

本項第(２)

う。以下同

り、本項第

は、常にか

本項第(１)

きを含む。）

社が本新株予約

のではありませ

調整前行使価額

場合に１株未満

額調整式の計

。 

価額調整式で使

まる 30 取引日

通取引の毎日の

場合、平均値の

価額調整式で使

ける権利を与え

また、それ以

社の発行済普通

数とする。また

発行・処分普通

割当てられる当

価額調整式に

きは、行使価

る事由が発生

て、調整前行使

号の行使価額

使価額の調整を

の併合、合併

し、第 14 項第

他当社の発行済

の調整を必要

価額を調整すべ

額の算出にあた

き。 

号の規定にか

じ。）の定め

第(２)号に基づ

かかる調整を行

号乃至第(５

は、当社は、

 
約権の発行に関し

せん。 

 

額－調整後行使

満の端数が生

計算について

使用する時価

日（終値のな

の終値（気配

の計算は、円位

使用する既発

える場合は、

以外の場合は

通株式数から

た、本項第(

通株式数は、

当社普通株式

より算出され

価額の調整は

し行使価額を

使価額からこ

額の調整を必

を行う。 

、会社分割又

第(２)号に定

済普通株式数

とするとき。

べき事由が２

たり使用すべ

かかわらず、

る新株予約権

づく行使価額

行うものとす

)号により行

、あらかじめ

して一般に公表す

- 21 - 

使価額)×調整

調整

生じたときは

ては、円位未

価は、調整後の

い日数を除く

配表示を含む

位未満小数第

発行普通株式

当該権利を

は、調整後の

ら、当該日に

２)号②の株

基準日又は

式数を含まな

れた行使価額

は行わないこ

を算出する場

この差額を差

必要とする場

又は株式交換

める場合を除

数の変更又は

 

２つ以上相接

べき時価につ

時価算定日が

権行使請求を

額の調整を行

する。 

行使価額の調

書面によりそ

するための記者

整前行使価額に

整後行使価額 

はこれを切捨て

満小数第２位

の行使価額を

く。）の東京証

。）の平均値

第２位まで算

式数は、当該募

を与える株主を

の行使価額を適

における当社の

株式分割の場合

は株主確定日に

いものとする

額と調整前行使

ととする。但

場合は、行使価

差引いた額を使

場合以外にも、

換のために行

除く。） 

は変更の可能性

接して発生し、

つき、他方の事

が、振替機関

を取り次がない

行うものとする

調整を行うとき

その旨並びに

者発表文であり、

により当該期間

て、現金によ

位まで算出し

を適用する日

証券取引所に

値とする。 

算出し、小数第

募集において

を定めるため

適用する日の

の有する当社

合には、行使

において当社

る。 

使価額との差

但し、次に行

価額調整式中

使用するもの

、次に掲げる

行使価額の調整

性が生じる事

、一方の事由

事由による影

関（第 20 項に

い日の初日よ

る。但し、下

き（下限行使

にその事由、調

投資勧誘を目的

間内に交付され

よる調整は行

し、小数第２

に先立つ 45

における当社

第２位を切り

て株主に株式

めの基準日又

の１か月前の

社普通株式の

使価額調整式

社が有する当

差額が１円未

行使価額の調

中の調整前行

のとする。 

る場合には、

整を必要とす

事由の発生に

由に基づく調

影響を考慮す

に定める振替

より前である

下限行使価額

使価額が調整

調整前の行使

 

的として 

れた株式数 

わない。 

位を切り

取引日目

社普通株式

捨てる。 

式の割当て

は株主確

日におけ

数を控除

式で使用す

社普通株

未満にとど

調整を必要

行使価額に

当社は、

するとき。

より行使

調整後の行

する必要が

替機関をい

場合に限

額について

されると

使価額（下



 
ご注意：

 

12. 本新

平

の全

の効

合に

新株

13. その

各

14. 本新

(１) 

(２) 

(３) 

15. 本新

本

の定

円未

等増

16. 本新

(１) 

  この文書は当社

作成されたもの

限行使価額

要な事項を

ができない

新株予約権の行

平成 28 年６月

全部又は一部

効力発生日の

にはその前銀

株予約権の行

の他の本新株

各本新株予約

新株予約権の

当社は、本

日の翌日以

る取得日に

を取得する

ものとする

当社は、当

式交換若し

織再編行為

承認決議し

日より前で

残存する本

当社は、本新

引所におけ

連続取引日

348 円にて、

するものと

なる事由が

通取引の毎

新株予約権の行

本新株予約権

定めるところ

未満の端数が

増加限度額よ

新株予約権の行

本新株予約

要な事項の

社が本新株予約

のではありませ

額を含む。以下

本新株予約権

ときは、適用

行使可能期間

月８日から平

部を取得する場

の前銀行営業

銀行営業日を

行使をすること

予約権の行使

約権の一部行使

取得事由 

本新株予約権の

降、会社法第

、本新株予約

ことができる

。 

社が消滅会社

くは株式移転

」という。）

た場合、会社

で、且つ当社取

本新株予約権の

新株予約権の

る当社普通株

の 終日から

、残存する本

する。なお、

生じた場合に

毎日の終値は、

行使により株

権の行使により

に従って算定

が生じる場合は

り増加する資

行使請求の方

権の行使は、

通知が行われ

 
約権の発行に関し

せん。 

 

下本号におい

権者に通知す

用の日以降す

間 

平成 30 年９月

場合には、当

日）までとす

終日とする

とができない

使の条件 

使はできない

 

の取得が必要

第 273 条及び

約権１個当た

る。一部を取

社となる合併

転により他の

を当社の株主

社法第 273 条

取締役会で定

の全部を取得

の発行後、20

株式の普通取

ら起算して 1

本新株予約権

上記 20 連続

には、当該 20

本号の適用

株式を発行す

り株式を発行

定された資本

はその端数を

資本金の額を

方法 

行使可能期

れることによ

して一般に公表す
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いて同じ。）、

する。但し、

すみやかにこれ

月 30 日（但し

当社が取得す

する。但し、

る。また、振

いものとする。

 

い。 

要と当社取締

び第 274 条の

たり金 348 円

取得する場合

併、吸収分割

の会社の完全子

主総会（株主

条の規定に従

定める取得日

得する。 

0 連続取引日

取引の毎日の終

1銀行営業日

の全部を取得

続取引日の間

0連続取引日

用上、当該事

する場合の増加

行する場合の増

本金等増加限度

を切上げた額

を減じた額とす

期間中に第 17

より行われる。

するための記者

調整後の行使

適用の日の前

れを行う。 

し、第 14 項各

する本新株予約

行使可能期間

振替機関が必要

。 

締役会が決議し

の規定に従って

円にて、残存す

合には、抽選そ

割若しくは新設

子会社となる

主総会の決議

従って通知を

に、本新株予

（但し、終値

終値が下限行

日が経過する

得する。当社

間に第 11 項に

の東京証券取

由を勘案して

加する資本金

増加する資本

度額に 0.5 を

額とする。増加

する。 

項に定める行

。 

者発表文であり、

使価額及びそ

前日までに前

各号に従って

約権について

間の 終日が

要であると認

した場合は、

て通知をし、

する本新株予

その他の合理

設分割を行う

ること（以下こ

を要しない場

し、当該組織

予約権１個当

値のない日は

行使価額を下

日に、本新株

は、取得した

に定める行使

取引所におけ

て調整される

金及び資本準

本金の額は、会

を乗じた金額

加する資本準

行使請求受付

投資勧誘を目的

その適用の日

前記の通知を

て当社が本新

ては、当社に

が銀行営業日

認めた日につ

本新株予約

当社取締役

予約権の全部

理的な方法に

うこと、又は

これらを総称

場合は、取締

織再編行為の

当たり金 348

除く。）の東

下回った場合、

株予約権１個

た本新株予約

使価額の調整

ける当社普通

るものとする。

準備金 

会社計算規則

額とし、計算

準備金の額は

付場所に行使

 

的として 

その他必

行うこと

新株予約権

よる取得

でない場

いては本

権の発行

役会で定め

部又は一部

より行う

当社が株

称して「組

締役会）で

効力発生

円にて、

東京証券取

、当該 20

当たり金

約権を消却

整の原因と

通株式の普

。 

則第 17 条

算の結果１

、資本金

使請求に必



 
ご注意：

 

(２) 

(３) 

17. 行使

三

18. 払込

株

19. 社債

本

とい

約権

がで

ては

20. 振替

株

東

21. 本新

本

めら

礎と

ク利

価額

動及

を上

評価

した

ま

は当

回る

22. １単

本

読替

23. その

(１)

  この文書は当社

作成されたもの

本新株予約

の行使に際

定する口座

本新株予約

して行使請

込をなすべ

使請求受付場

三菱ＵＦＪ信

込取扱場所 

株式会社三井

債、株式等の

本新株予約権

いう。）第 163

権であり、社

できない。ま

は、振替機関

替機関 

株式会社証券

東京都中央区

新株予約権の発

本要項並びに

られる諸条件

として、当社

利子率及び当

額を上回って

及び割当先の

上回っている

価した結果を

た。 

また、本新株

当初、平成 28

る額とした。

単元の数の定

本新株予約権

替えその他の

の他 

 会社法その

当社は必要

社が本新株予約

のではありませ

約権を行使請求

際して払込をな

座に振込むもの

権の行使請求

請求に必要な全

べき額の全額が

所 

信託銀行株式会

井住友銀行 川

振替に関する

権は、その全部

3条の定めに従

社債等振替法第

た、本新株予

関の定める株式

券保管振替機構

区日本橋茅場町

発行価額及び

に割当先との間

件を考慮し、一

社普通株式の株

社の資金調達

ている場合に割

の株式保有動向

限り、一定の

参考に、本新

株予約権の行使

8年５月 19 日

 

めの廃止等に

権の割当日後、

措置が必要と

の他の法律の改

要な措置を講じ

 
約権の発行に関し

せん。 

 

求しようとす

なすべき額の

のとする。 

求の効力は、

全部の事項の

が前号に定め

会社 

川口支店 

る法律の規定

部について社

従い社債等振

第 164 条第２

予約権及び本

式等の振替に

構 

町二丁目１番

びその行使に

間で締結する

一般的な価格

株価、当社普

達需要等につ

割当先に行使

向等について

の前提の下で

新株予約権１

使に際して出

日の東京証券

に伴う取扱い

、当社が１単

となる場合に

改正等、本要

じる。 

して一般に公表す
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する場合、前

の全額を現金

行使可能期間

の通知が行わ

める口座に入金

定の適用等 

社債、株式等

振替法の規定

２項に定める

本新株予約権

に関する業務規

番１号 

に際して払込を

る予定の本新

格算定モデル

普通株式の流

ついて一定の

使要請を行う

て、当社によ

で行使期間に

１個の払込金額

出資される財

券取引所にお

い 

単元の株式の

には、当社は必

要項の規定中読

するための記者

前号の行使請求

にて第18項に

間中に第 17 項

れ、且つ当該

金された日に

等の振替に関す

定の適用を受け

る場合を除き、

権の行使により

規程その他の

をなすべき額

新株予約権買取

ルであるモンテ

流動性、ボラテ

前提を置き、

こと等を仮定

る行使要請が

わたって権利

額を評価結果

財産の価額は第

ける当社普通

数の定めを廃

必要な措置を

読み替えその

者発表文であり、

求の通知に加

に定める払込

項に定める行

該本新株予約

に発生する。

する法律（以

けることとす

、新株予約権

り交付される

の規則に従う

額の算定理由

取契約及びフ

テカルロ・シ

ティリティ、

、当社の行動

定し、また、

が行われた場

利行使がなさ

果のレンジの

第９項記載の

通株式の普通

廃止する場合

を講じる。 

の他の措置が必

投資勧誘を目的

加えて、本新

込取扱場所の

行使請求受付

約権の行使に

 

以下「社債等

する旨を定め

権証券を発行

る株式の取扱

。 

 

ファシリティ

シュミレーシ

配当利回り

動について株

割当先の権

場合に株価が

されることを

の範囲内で金

の通りとし、

通取引の終値を

合等、本要項

必要となる場

 

的として 

新株予約権

当社が指

付場所に対

際して払

振替法」

た新株予

行すること

扱いについ

契約に定

ションを基

、無リス

株価が行使

権利行使行

行使価額

仮定して

348 円と

行使価額

を 10％上

項の規定中

場合には、



 
ご注意：

 

(２)

(３) 

 

 

  この文書は当社

作成されたもの

 上記各項に

 その他本新

社が本新株予約

のではありませ

については、金

新株予約権発行

 
約権の発行に関し

せん。 

 

金融商品取引

行に関し必要

して一般に公表す
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引法による届

要な事項は、

するための記者

出の効力発生

当社代表取締

者発表文であり、

生を条件とす

締役会長兼社

投資勧誘を目的

する。 

社長に一任す

 

以

 

的として 

る。 

 

以    上  

 


